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支援制度の概要

中小企業支援制度は、地域の産業と社会の発展に寄与することを目的に、中小企業等の経営基盤の強化や

経営の革新、商店街の活性化、起業などの取り組みを支援する制度です。

制度のご利用にあたっては、法律や条例、規則等のルールを守らなければ該当になりませんので、ご注意

ください。

制度の内容や手続きなど、不明な点などございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
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※これは、一般的な手続きと補助金を受け取るまでの流れです。
変更や中止をする場合は、ほかの手続きが必要になます。



中小企業者
①製造業、建設業、運輸業の場合(②～④を除く)
資本金3億円以下または従業員300人以下の会社、個人

②卸売業の場合
資本金1億円以下または従業員100人以下の会社、個人

③サービス業の場合
資本金5千万円以下または従業員100人以下の会社、個人

④小売業の場合
資本金5千万円以下または従業員50人以下の会社、個人

中小企業団体
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、
企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会

中小企業任意団体
複数の中小企業者で構成する任意団体

商店街・商店街連合会
商店街で構成する団体、商店街団体で構成する連合会

起業家
起業しようとする個人、団体、起業後の中小企業者

事業承継予定者
前経営者から事業を承継しようとする個人、会社

用語の意味

新商品・新サービス
中小企業者等が市場に提供していない商品またはサービス

新分野進出
日本標準産業分類の大分類を超える業種への進出（農業、林業、建
設業、卸売小売業等）

空き店舗
小売業、サービス業で使われていた施設

施設整備
小売業、サービス業で使われている施設、または商品やサービスを
提供する施設の改修

店舗等解体
店舗、事務所、付帯する倉庫等の解体

事業承継
経営者から後継者への事業の引き継ぎ(役員交代を除く)

起業
審査を経て、下川町で新たに起こされる事業

コミュニティビジネス
下川町で新たに起こされる小規模な事業



区 分 対 象 者 対象事業 対象経費 補助率 限度額 具体例

新 商 品 ・ 新
サービス

①中小企業者
②中小企業団体
③中小企業任意団体

新商品・新サービスの研
究開発

旅費、賃金、原材料費、委託料、
消耗品費、印刷製本費、使用料、
謝礼

2分の 1以
内

50万円 自社製品の開発

新商品・新サービス提供
のための設備導入

工事請負費、備品購入費（中古
含む）、委託料

3分の1
以内

1,000万円 自社製品の製造の
ための設備導入

特産品の販路
開拓・高付加
価値化

①中小企業者
②中小企業団体
③中小企業任意団体

町外で行う商談会、展示
会、イベントの開催・出
展及び商品の改良

旅費、賃金、委託料、消耗品費、
印刷製本費、使用料、謝礼

2分の 1以
内

50万円 イベント出展、製
品の改良、ホーム
ページ作成（更新
含む）

新分野進出 ①中小企業者
②中小企業団体
③中小企業任意団体

新分野進出に伴う調査、
研究

旅費、賃金、原材料費、委託料、
消耗品費、印刷製本費、使用料、
謝礼

2分の 1以
内

50万円 小売業から製造業
への進出

設備導入等(日本標準産
業分類の大分類を超える
業種に進出する場合をい
う)

工事請負費、備品購入費（中古
含む）、委託料

3分の1
以内

1,000万円 製造機器の導入、
施設整備

法令に基づく
設備導入、改
修

①中小企業者
②中小企業団体

法令の制定、改正により
義務化された設備の導入、
施設の改修

工事請負費、備品購入費（中古
含む）、委託料

3分の1
以内

300万円 消防法の改正に伴
う地下タンクの改
修

経営基盤強化及び経営革新事業



区 分 対 象 者 対象事業 対象経費 補助率 限度額 具体例

人材育成 ①中小企業者
②中小企業団体

企業、研究機関、大学等
で実施する研修並びに中
小企業振興のための研修
会の開催

旅費、手数料、受講料、消耗品
費

2分の1
以内

50万円 資格取得、各種セ
ミナー受講、車輌
免許取得

人材育成事業

区 分 対 象 者 対象事業 対象経費 補助率 限度額 具体例

空き店舗活用 ①中小企業者
②中小企業団体
③中小企業任意団体

空き店舗を改修、または
解体・新築し、事業を実
施

旅費、賃金、原材料費、委託料、
消耗品費、印刷製本費、使用料、
謝礼、備品購入費、工事請負費

3分の1
以内

400万円 古い店舗を解体し、
跡地に店舗を新築

イベント開催 ①中小企業者
②中小企業団体
③中小企業任意団体

町内でのイベントの開催 旅費、消耗品費、印刷製本費、
手数料、使用料、謝礼

3分の1
以内

10万円 商店会イベント、
周年イベント

店舗等解体 ①中小企業者
②中小企業団体
③中小企業任意団体

店舗、事務所、附帯する
倉庫、物置等の解体撤去

委託料、使用料、工事請負費 2分の1
以内

50万円 事務所、倉庫、車
庫の解体撤去

施設整備 ①中小企業者
②中小企業団体

店舗、事務所等に伴う建
物の新設及び改修

原材料費、委託料、外注加工費、
使用料及び賃借料、改修費

3分の1
以内

100万円 店舗改修

商店街活性化事業



区 分 対 象 者 対象事業 対象経費 補助率 限度額 具体例

事業承継 ①事業承継予定者 技術取得、研修、販路開
拓

旅費、賃金、原材料費、委託料、
消耗品費、印刷製本費、使用料

2分の1
以内

50万円 研修旅費、チラシ
印刷

建物改修、機械修繕・購
入

備品購入費（中古含む）、工事
請負費

3分の1
以内

250万円 店舗改修、機械導
入

企業評価 ①中小企業者
②中小企業団体

会社の評価を定量的に表
す評価

手数料 3分の1
以内

100万円

事業承継事業

区 分 対 象 者 対象事業 対象経費 補助率 限度額 具体例

起業化促進 ①起業家 起業化計画に基づく技術
の習得、研修、販路開拓

旅費、原材料費、謝礼、委託料、
消耗品費、印刷製本費、使用料

2分の1
以内

50万円 研修旅費、チラシ
印刷

起業化計画に基づく設備
導入、施設改修等

工事請負費、備品購入費（中古
含む）、委託料

3分の1
以内

250万円 新規創業のための
設備導入、店舗改
修

コミュニティビ
ジネス

①起業家 起業化計画に基づく事業 旅費、原材料費、委託料、消耗
品費、印刷製本費、使用料、謝
礼、備品購入費

2分の1
以内

50万円 小規模ビジネス

起業家奨励 ①町の支援を受けず
起業した3年未満の
起業家

経営基盤強化 旅費、賃金、原材料費、委託料、
消耗品費、印刷製本費、使用料、
謝礼、備品購入費、工事請負費

2分の1
以内

20万円
1回限り

起業化促進事業



区 分 対 象 者 対象事業 対象経費 補助率 限度額 具体例

その他 ①中小企業者
②中小企業団体
③中小企業任意団体

国及び道の補助を受ける
事業

国及び道が認めた経費 当該経費
の国及び
道費補助
残額の3分
の1以内

500万円

その他事業



お問い合わせ先

下川町産業振興課 商工観光係
〒098-1206
北海道上川郡下川町幸町63番地
TEL:01655-4-2511 FAX:01655-4-2517
MAIL:syoukou@town.shimokawa.hokkaido.jp
URL:https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/


